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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】接着性試験における張力計の把持部によって保
持された時の試験基板の反りや損傷を低下させ、試験の
精度を向上させる。
【解決手段】引張試験機と剛性背部とを備える、接着性
試験のためのシステムとした。剛性背部は、第１の突出
部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有し
、突出部のうちの１つは、他の突出部に対して移動可能
である。面は基板を支持するように構成され、基板には
柔軟性媒体３４が接着されている。剛性背部は、背部を
引張試験機に接続するように構成された連結器も有する
。
【選択図】図１



(2) JP 2019-56688 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剥離試験手順において試験品を支持するための把持装置であって、
　第１の突出部（６６）と第２の突出部（７８）との間の縦軸（３０）に沿って延びる面
（２８）を有する剛性背部（１４）であって、突出部のうちの一方は他方の突出部に対し
て移動可能であり、前記面は柔軟性媒体（３４）に接着された基板（３８）を支持するよ
うに構成され、背部は前記背部を引張試験機（１２）に接続するように構成された連結器
（４０）を有する、剛性背部（１４）を備える、把持装置。
【請求項２】
　前記背部の前記面は平面であること、
　前記第１の突出部は前記面に対して９０度未満の角度（９４）を形成していること、
　前記第１の突出部と前記第２の突出部は各々、前記面に対して９０度未満の角度（９４
、１０４）を形成していること、及び
　前記面は前記面を複数の縦レーンに分離する前記縦軸に沿って延びるリッジ構造を有す
ること
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の把持装置。
【請求項３】
　前記連結器は前記縦軸に平行な引張軸（５２）を画定する、請求項１に記載の把持装置
。
【請求項４】
　前記面の前記縦軸は前記引張軸に対して角度（２４１）を形成し、前記角度は前記面に
垂直の平面内で調節可能である、請求項３に記載の把持装置。
【請求項５】
　前記角度は９０度と１８０度との間で調節可能である、請求項４に記載の把持装置。
【請求項６】
　前記連結器は開孔（４８）とねじ付きリング（４２）とを含み、前記リングの回転によ
り前記連結器が前記開孔に向かって前記引張軸に沿って移動する、請求項３に記載の把持
装置。
【請求項７】
　接着性試験のためのシステムであって、
　第１の取付装置（１８）と、第２の取付装置（２２）と、引張軸（２６）に沿って前記
取付装置のうちの一方を他方の取付装置に対して移動させるように構成された駆動アセン
ブリとを含む引張試験機（１２）と、
　第１の突出部（６６）と第２の突出部（７８）との間の縦軸（３０）に沿って延びる面
（２８）を有する剛性背部（１４）であって、突出部のうちの一方は他方の突出部に対し
て移動可能であり、前記面は柔軟性媒体（３４）に接着された基板（３８）を支持するよ
うに構成され、背部は前記背部を前記引張試験機に接続するための連結器（４０）を有す
る、剛性背部（１４）と
を備えるシステム。
【請求項８】
　前記第１の取付装置は前記連結器に接続されるように構成されていること、
　前記第２の取付装置は前記背部によって支持される基板（３８）に接着された柔軟性シ
ート（３４）に接続されるように構成されていること、及び、
　前記縦軸は前記引張軸に平行であること
のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記縦軸は前記引張軸に対して調節可能である、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記取付装置のうちの１つは前記縦軸に対して垂直の方向に移動可能である、請求項９
に記載のシステム。
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【請求項１１】
　剥離試験を実施する方法（４００）であって、
　剛性背部に引張試験基板を締め付けること（４０２）と、
　引張試験機に前記背部を接続すること（４０４）と、
　前記基板に接着された柔軟性シートを引張方向に引っ張ること（４０６）と
を含む方法。
【請求項１２】
　引っ張るステップが前記基板の対応する部分から前記柔軟性シートの一部を引き離すこ
と（４１０）を含むこと、及び
　前記背部が、面と、前記面を二等分する縦軸とを有し、前記縦軸は前記引張方向に平行
であること
の少なくとも１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記背部が、面と、前記面を二等分する縦軸とを有し、
　前記面の縦軸と前記引張方向との間に形成された角度を調節することを更に含む、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記引張方向を横方向に平行移動させることによって、前記角度を維持すること（４０
８）
を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記剛性背部は第１の突出部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有し、前
記突出部のうちの１つは前記引張試験基板を締め付けるために他の突出部に対して移動可
能である、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、接着性試験のためのシステム及び装置に関する。より具体的には、本開示の
実施例は、接着強度、粘着強度、及び密封剤と接着剤の欠陥率の試験を行うことに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　剥離試験は、接着剤又は密封剤の開発及び選択のいずれにおいても重要なステップであ
る。標準試験には、接着強度及び粘着強度だけでなく、基準強度における各欠陥モードの
率が含まれる。剥離試験は一般に、接着された２つの柔軟性媒体、又は固体基板に接着さ
れた柔軟性媒体のいずれかで行われる。後者の場合、試験は主に、１８０度又は９０度構
成のいずれかである。剥離試験のために特殊設計された試験機器を利用することができる
が、高価であり、追加の実験室スペース、及び職員の訓練が必要となりうる。一般に、１
８０度及び９０度試験には各々、別々の機器が必要である。張力計は、剥離試験機器のセ
ンサと同等のセンサを含み、１８０度剥離試験用に使用可能である。しかしながら、張力
計用に利用可能な把持部は、試験媒体及び基板を保持するのに理想的なものではない。
【０００３】
　張力計の把持部によって保持された時に、試験基板が反り、引っ張られた柔軟性媒体と
基板との間の角度が最大２０度変化しうる。角度の変化により、試験の精度が低下する。
基板の材料と厚さの間で反りに差が出るため、異なる試験基板全体の結果の効果的な比較
も妨げられうる。壊れやすい又は薄い基板は、張力計の把持部及び試験荷重によって損傷
さえ受ける可能性がある。
【発明の概要】
【０００４】
　引張試験機と剛性背部とを備える、接着性試験のためのシステムが開示されている。引



(4) JP 2019-56688 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

張試験機は、第１の取付装置と、第２の取付装置と、引張軸に沿って取付装置のうちの一
方を他方の取付装置に対して移動させるように構成された駆動アセンブリとを含む。
【０００５】
　剛性背部は、第１の突出部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有し、突出
部のうちの１つは、他の突出部に対して移動可能である。面は基板を支持するように構成
され、基板には柔軟性媒体が接着されている。剛性背部は、背部を引張試験機に接続する
ように構成された連結器も有する。
【０００６】
　剛性背部は、剥離試験機において試験品を支持するための把持装置としても開示されて
いる。剥離試験を実施する方法は、剛性背部に引張試験基板を締め付けることと、背部を
引張試験機に接続することと、基板に接着された柔軟性シートを引張方向に引っ張ること
とを含む。
【０００７】
　本開示は、接着性試験のためのシステムに関する、システム、装置、及び方法を提供す
る。幾つかの実施例では、接着性試験のためのシステムは、平面的な面を有する剛性背部
を含みうる。幾つかの実施例では、剛性背部は、連結器の接続を固定する保持ナットを含
みうる。幾つかの実施例では、第１の突出部と第２の突出部は各々、縦軸に対して９０度
未満の角度を形成しうる。
【０００８】
　特徴、機能、及び利点は、本開示の様々な実施例で個別に実現されうるか、又は、以下
の説明及び図面を参照してさらなる詳細が理解可能である、さらに別の実施例において組
み合わされうる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】接着性試験のための例示のシステムの等角図である。
【図２】図１のジグ及び試験パネルの拡大等角図である。
【図３】接着性及び粘着性欠陥試験の図表示である。
【図４】例示的なジグの等角図である。
【図５】図４のジグの本体の側面図である。
【図６】図４のジグの脚部の上面図である。
【図７】線７－７に沿った、図６の脚部の断面図である。
【図８】接着性試験のための別の例示のシステムの概略図である。
【図９】例示の別のジグの等角図である。
【図１０】剥離試験を実施する方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　剛性背部を含む接着性試験のためのシステムの様々な態様及び実施例は、関連する方法
と共に以下に記載され、関連する図面に示される。特別の定めのない限り、接着性試験の
ためのシステム及び／又はその様々な構成要素は、本書で説明され、例示され、かつ／又
は本書に組み込まれた、構造、構成要素、機能、及び／又は変形例のうちの少なくとも１
つを包含しうるが、それらを包含することが必要な訳ではない。また更に、特に除外され
ない限り、本教示に関連して本書で説明され、例示され、及び／又は組み込まれているプ
ロセスステップ、構造、構成要素、機能、及び／又は変形例は、他の類似のデバイス及び
方法に含まれうるが、開示された実施例間で交換可能であることを含む。様々な実施例に
おける下記の説明は、本質的に単なる例示であり、本開示、その用途又は利用を限定する
ことを意図するものではない。加えて、以下に記載される実施例によって提供される利点
は、本質的に例示的であり、すべての実施例が同じ利点又は同程度の利点を提供するわけ
ではない。
【００１１】
　定義
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本書では、別段の指示がない限り、以下の定義が適用される。
【００１２】
　「実質的に」とは、特徴あるいは構成要素が完全に一致する必要なく、特定の寸法、範
囲、形状、概念、又は用語によって修正される他の態様におおよそ一致することを意味す
る。例えば、「実質的に円筒形である」物体とは、物体が円筒形に似ているが、本当の円
筒形から一または複数の逸脱を有しうることを意味する。
【００１３】
　「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、及び「有す
る（ｈａｖｉｎｇ）」及びそれらの活用は、必ずしも限定しないが含むこと、及び付加的
な列挙されていないエレメント又は方法ステップを除外することを意図しない、制約のな
い用語を意味するように交互に使用される。
【００１４】
　例えば「第１」、「第２」、及び「第３」のような語は、一群の様々な部材等を区別す
る又は識別するのに使用され、順次的、又は数値的な制限を示すことを意図するものでは
ない。
【００１５】
　「連結されている」とは、永久的に、あるいは取り外し可能に、直接に、あるいは介在
構成要素を通して間接的に接続されていることを意味する。
【００１６】
　「上（ｕｐ）」、「下（ｄｏｗｎ）」、「垂直」、「水平」等の方向用語は、特定の構
成要素を背景に理解すべきである。例えば、剛性背部は、画定されたＸ、Ｙ、及びＺ軸周
囲に配向されうる。これらの実施例では、Ｘ－Ｙ平面により水平が画定され、上はプラス
のＺ方向として画定され、下はマイナスのＺ方向として画定される。
【００１７】
　概要
一般に、接着性試験のためのシステムは、引張試験機と、剛性背部とを含みうる。剛性背
部は、２つの対向する突出部の間に試験基板を固定するように構成されていてよく、柔軟
性媒体の第１の端部は試験基板に接着され、柔軟性媒体の第２の端部は引張試験機の取付
具に連結される。剛性背部は、２つの取付具を引き離すように移動させるように構成され
る引張試験機の別の取付具に連結されうる。このシステムを使用して、様々な標準化され
ていない試験、又はアメリカ材料試験国際協会（ｗｗｗ．ａｓｔｍ．ｏｒｇ）から入手可
能なＡＳＴＭ　Ｃ７９４　－　１５ａ、米国自動車技術者国際協会　（ｗｗｗ．ｓａｅ．
ｏｒｇ）から入手可能なＳＡＥ　ＡＳ５１２７／１Ｃ、英国規格／欧州規格／国際標準化
機構（ｗｗｗ．ｉｓｏ．ｏｒｇ）から入手可能なＢＳ　ＥＮ　ＩＳＯ　８５１０－２等の
様々な剥離試験規格仕様の試験を実施することができる。
【００１８】
　実施例、構成要素及び代替手段
以下の項に、接着性の試験を行うための例示のシステムの選択された態様、並びに関連す
るシステム及び／または方法を記載する。これらの項の実施例は、例示を目的としており
、本開示の範囲全体を限定するものと解釈するべきではない。各項は、一又は複数の個々
の実施形態又は実施例、及び／又は、状況から得られる又は関連する情報、機能、及び／
又は構造を含みうる。
【００１９】
　Ａ．第１の例示システム
図１～７に示すように、この項では、１８０度剥離試験システム１０を説明する。システ
ム１０は、上述したように接着性試験のためのシステムの一例である。この例示のシステ
ムの引張試験機は、張力テスター又は張力測定装置としても知られる張力計１２である。
張力計１２は、取付点１８を有する上方ブーム１６と、下方取付点を有する下方ブーム２
０と、取付把持部２２とを含む。上方ブームは、駆動アセンブリ２４によって持ち上げら
れ、取付点が引張軸２６に沿って把持部に対して移動する。所望の仕様及び構成を有する
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任意の張力計が使用されうる。例えば、駆動アセンブリ２４は、把持部２２を取付点１８
に対して移動させることができる。別の実施例では、張力計１２は水平であり、互いに対
して平行移動される左側の取付具と右側の取付具とを有しうる。ある実施例では、他の種
類の引張試験機が使用されうる。
【００２０】
　本実施例では、剛性背部は、取付点１８に連結されるジグ１４である。図１に示すよう
に、ジグ１４は、平面で、縦軸３０を画定する面２８を含む。図示した実施例では、ジグ
１４は、縦軸３０が引張軸２６に平行になるように、取付点１８に連結される。試験パネ
ル３２は、縦軸３０に平行に、ジグ１４によって保持される。試験パネルは、接着剤又は
密封剤３６によって基板３８に接着された柔軟性剥離媒体３４を含む。剥離媒体は、１８
０度剥離試験において、把持部２２によって把持されるように、試験パネル３２から下方
に延びている。
【００２１】
　ジグ１４及び試験パネル３２は、拡大等角図である図２に、より詳細に見ることができ
る。ジグは、連結器４０と、保持ナット４２と、本体４４と、調節可能な脚部４６とを含
む。図示した実施例では、連結器４０は、一体型部品として本体４４に形成される。連結
器の形状は円筒形であり、張力計１２の取付点１８とインターフェースするように構成さ
れる。
【００２２】
　図２に示すように、連結開孔４８は、縦軸３０に垂直に、連結器４０の遠位端５０を通
って横方向に延びている。連結開孔４８は、ピン型張力計把持部のピンを受容するように
サイズ設定される。他の実施例では、連結器４０は代わりに、ねじ付き張力計把持部と嵌
合するようにねじ付きであってよい、又は張力計の取付点としっかり接続させやすくする
のに好適な任意の形状又は接続フィーチャを有しうる。連結器４０は更に、近位端５６に
ねじ部５４を含む。保持ナット４２は雌ねじ５８を有し、連結器４０のねじ部５４と嵌合
するようにサイズ設定される。
【００２３】
　図１を再び参照する。ジグ１４は、張力計１２への接続のために適切な任意の連結器を
含みうる。連結器４０は単一構造であってよい、あるいは複数の構成要素を含みうる。連
結器は剛性であってよい、あるいは例えば張力計に対する回転、延長、又は旋回等の本体
４４の動きを可能するものであってよい。ある実施例では、連結器４０は、本体４４の縦
軸３０を張力計１２の引張軸２６に対して複数の角度に固定することを可能にする接合部
又は他の機構を含みうる。ある実施例では、連結器４０は、本体４４から取り外し可能で
あってよく、このような実施例では、複数の張力計又は張力計の取付具に好適な連結器の
セットから選択可能であってよい。他の実施例では、連結器４０は、複数の種類の張力計
又は張力計の取付具との接続を促進するフィーチャを含みうる。
【００２４】
　図２に示すように、連結器４０は、おおよそ円筒形を有する本体４４の上方端部６４に
形成される。面２８は、本体の中に延びて主突出部６６を形成する。いくつかの実施例で
は、面２８は平面ではない場合がある。例えば、面は、曲線の試験パネルと一致し支持す
るように、曲線を付けて作られていてよい。別の実施例において、面２８は、面の長さに
沿って延び、面を複数の縦レーンに分離しうるリッジ構造を含みうる。
【００２５】
　図示した実施例では、主突出部６６は、面２８に対して鋭角を形成する平坦な内面６８
を有する。面２８は、主突出部６６から本体４４の下方端部７０に延びている。つまり、
上方端部６４において、本体４４は、円形の断面を有するが、下方端部７０において本体
は半円の断面を有する。ある実施例では、本体４４は、一側面が下方端部７０におけるよ
りも上方端部６４において長い長方形の断面を有しうる。本体４４は、任意の断面を有し
ていてもよい、又は剛性支持体として効果的である任意のサイズのものであってよい。
【００２６】
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　調節可能な脚部４６は、調節ねじ７２と、２つのガイドロッド７４によって本体４４に
接続される。下方端部７０において、本体４４は、複数の開孔（図示せず）を含む。中心
のねじ付き開孔は、調節ねじ７２を受容するようにサイズ設定され、２つの滑らかな開孔
は、ガイドロッド７４を受容するようにサイズ設定される。開孔は２インチ延びていてよ
く、１～５インチ延びていてよい、あるいは任意の適切な深さであってよい。
【００２７】
　調節可能な脚部４６は、本体部７６と下方突出部７８とを含む。本体部は、本体４４と
共に組み立てられるときに、下方端部７０において本体４４の断面と一致し、下方突出部
７８が面２８を越えて外方に延びるように成形される。下方突出部は、面２８に対して鋭
角を形成する平坦な内面８０を有する。
【００２８】
　調節ねじ７２は、脚部４６を本体４４に固定するために、脚部４６を通って本体４４の
中へ延びている。脚部は、主突出部６６から下方突出部７８までの複数の距離に応じて、
本体に対して複数の位置に保持されうる。本体４４及び脚部４６は共に、主突出部６６を
第１のクリップとし、下方突出部７８を第２のクリップとして、試験パネル３２を固定す
るクランプとして機能しうる。試験パネル３２はこれにより、面２８に対して固定されう
る。
【００２９】
　調節ねじ７２は、手動操作に適切な円筒形ヘッドを有していてよく、円筒形ヘッドには
、グリップを良くするためのギザギザ又は凹凸が含まれうる。調節ねじは、ねじの下から
、あるいはねじの延長部に垂直な方向からアクセス可能な一または複数の工具用凹部を含
みうる。
【００３０】
　図示した実施例では、脚部４６は、連続的な複数の位置に保持されうる。他の実施例で
は、脚部４６は、個別の複数の位置に保持されうる。脚部４６は、ねじによって、ナット
及びボルトによって、又はいずれかの調節可能な手段又は取り外し可能な手段によって、
本体４４に固定されうる。例えば、脚部４６は、脚部４６が複数の個別の位置の間にラチ
ェット留めされうるように、本体４４の開孔によって受容されるラチェット部材を含みう
る。脚部４６は、本体４４から完全に取り外し可能であってよい、あるいは本体に永久的
に取り付けられていてよい。
【００３１】
　ガイドロッド７４は、図２に示すように、脚部４６から本体４４の中へ延びている。ロ
ッドは、脚部４６が一方の軸に沿って自由に動くのことを可能にし、他方の軸上での回転
又は平行移動を防止しうる。つまり、ガイドロッド７４は、脚部４６を本体４４に近づけ
るために調節ねじ７２が回されたときに、脚部と本体との間の相対配向を維持しうる。本
実施例では、２つのガイドロッドが含まれるが、他の実施例では、１つ、３つ、あるいは
他の数のガイドロッドが含まれうる。ある実施例では、ガイドロッド７４は本体４４に形
成され、脚部４６の対応する開孔に受容されうる。ジグ１４は、ガイドロッドを含まない
場合がある、及び／又は脚部４６と本体４４との間の好ましい相対配向を促進する他の手
段を含みうる。
【００３２】
　図２に示すように、試験パネル３２は、基板３８上に２つの試験ストリップを含む。各
試験ストリップは、密封剤３６によって基板３８に接着されるある長さの剥離媒体３４を
含む。各試験ストリップの上方端部において、剥離媒体３４の尾部８２は基板３８に接着
されないままである。図２に示す剥離媒体３４の尾部８２は、試験パネル３２の一端部に
のみ延びている。試験を行うために、尾部８２の長さは、試験パネル３２がジグ１４によ
って保持され、ジグ１４が張力計の取付点に接続されたときに、把持部２２に固定される
のに十分な長さでありうる。
【００３３】
　図３に、試験手順の途中の試験パネル３２を示す。試験パネル３２の形状は長方形であ
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り、約６インチ×３インチの大きさである。試験パネルは、パネルの長さに延びている、
２つの１インチの試験ストリップを含む。試験パネル３２は、任意の好ましいサイズ又は
形状であってもよく、試験材料のいずれかの効果的な配置を含む。
【００３４】
　例示の手順において、接着性及び粘着性欠陥に対して密封剤の試験が行われる。基板３
８の２つのストリップは、接着ストリップ８４及び粘着ストリップ８６である。他の実施
例では、試験パネルは、１つ、２つ、又は任意の数のストリップを含みうる。２つ以上の
ストリップの試験を同時に行うことができる、又は複数のストリップの試験を個別に及び
連続的に行うことができる。図３に、１８０度剥離試験を示す。試験パネル３２には、９
０度剥離試験、あるいは任意の所望の角度の試験も行うことができる。
【００３５】
　接着ストリップ８４には、等分に配置された一連のノッチが見られる。例示の手順にお
いて、ストリップをむくときにナイフを使って密封剤３６を貫通するように剥離媒体３４
の下を約４５度で切断する。密封剤の回復が可能になるように、接着ストリップ８４の長
さを下向きに一定の間隔で繰り返し切断する。粘着ストリップ８６は、粘着性欠陥が起き
たときにのみ切断される。切断は、特定の好ましい試験条件を達成するために使用されう
る、あるいは対象物の欠陥モードを誘発するための１つの技法である。他の接着試験では
、切断は違う方法で使用されうる、あるいは使用されない場合がある。接着性試験は試験
規格と一致しうる、又は適切な特定条件にカスタマイズされうる。
【００３６】
　試験パネル３２の基板３８は、いずれかの剛性材料でできていてよく、試験対象の接着
剤を使用することができる材料と一致する又は類似するように選択されうる。航空用途に
おいて試験を行うときは、飛行機の構成要素に使用される材料が適切でありうる。例えば
、基板３８は、チタン、炭素、アルミニウム、ガラス、アクリル、又は複合材料であって
よい。基板３８は厚さ８８を有する。厚さは、試験が行われる接着剤が使用されうる部品
と一致するように選択されうる。例えば一部の材料は十分な厚さにおいてのみ剛性であり
うるため、厚さ８８は基板３８の材料によっても変わりうる。厚さ８８は、約０．０４イ
ンチと０．５インチの間であってよい、又は基板３８の適切な厚さが使用されうる。
【００３７】
　密封剤３６は、例えばアクリル、エポキシ、ラテックス、又はポリウレタン密封剤を含
む、試験が行われる任意の密封剤又は接着剤であってよい。厚さ９０の密封剤が塗布され
うる。厚さは、試験規格に対応するものでありうる、あるいは意図される使用に対応する
ものでありうる。剥離媒体３４は、密封剤３６への強力な接着を提供する標準の試験材料
であってよい。」剥離媒体は、厚さ９２を有する。任意の材料、又は厚さの剥離媒体を使
用することができるが、試験全体で同一性を維持する、又は剥離媒体の試験規格に一致さ
せることが好ましい場合がある。
【００３８】
　図４は、本体４４に最も近い位置にある脚部４６を有するジグ１４の等角図である。連
結器４０は、ジグ１４が張力計１２に接続されたときに、引張軸２６に対してアライメン
トされうる軸５２を画定する。保持ナット４２は、張力計に接続する準備において、本体
４４に当接させるために連結器４０にねじ止めされる。連結器４０に接続させる前に、保
持ナット４２は、連結器４０の遠位端５０の上に下向きに受容され、本体４４に近接する
ように近位端５６に完全にねじ止めされうる。
【００３９】
　図１に示すように、遠位端５０が取付点１８に接続されると、保持ナットが取付点１８
に当接するまで、連結器４０を上向きに連結開孔４８に向かって軸５２に沿って保持ナッ
ト４２を回すことができる。保持ナットは、取付具に対してジグ１４がしっかり保持され
るように堅く締めることができ、これにより、接続が固定され、ジグ１４と取付点１８と
の間のいかなる相対運動も防止される。
【００４０】
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　ジグ１４は、機械加工されたアルミニウム、成形プラスチック、又はいずれかの適切な
材料でできていてよい。ジグの長さは約１０インチであってよく、試験パネルを支持する
のに適した長さであってよい、あるいは張力計の寸法に適切な長さであってよい。主突出
部６６と下方突出部７８の内面６８、８０は、図示したように滑らかであってよい、ある
いは試験パネルを締め付けやすくするために凹凸エレメントを含みうる。例えば内面は、
高い摩擦係数を有するゴム状の材料でコーティングされていてよい。別の実施例において
、内面は段又は切れ目が付いていてよい。
【００４１】
　試験パネルの範囲内の任意の厚さを可能にするのに、内面６８、８０の連続面が好まし
い場合がある。範囲の上限は、下方突出部７８の最外点から面２８までの最短距離によっ
て決定されうる。範囲の下限は、突出部６６、７８の形状によって限定されない場合があ
るが、その代わりに、試験パネルの基板材料の特性によって決定されうる。
【００４２】
　図４に示すように、保持ナット４２は、面取りしたエッジを有する平坦な上面６０を有
する。他の実施例では、上面６０は、取付点１８の底面と一致するように成形されうる。
保持ナット４２は、手で締め付けやすくなるようにギザギザ、又は凹凸が付いていてよい
、あるいは、図示した実施例にあるように、工具用凹部６２を含みうる。工具用凹部は、
いずれかの好ましい工具を受け入れるように構成されうる。ある実施例は、保持ナット４
２を含まない場合がある、及び／又は連結器４０と張力計の取付点との間の接続部を強化
する又は固定する他の手段を含みうる。
【００４３】
　図５は、ジグ１４の本体４４及び連結器４０の側面図である。主突出部６６の内面６８
は、面２８によって画定されるように、縦軸３０を有する角度９４を画定する。主突出部
６６は、本体４４の上方端部６４から下方端部７０へ向かって面２８の外方へ下向きに延
びている。
【００４４】
　角度９４は、９０度未満である。上記鋭角は、主突出部６６のクランプのクリップとし
ての機能を促進することができ、突出部が最小限の締め付け力の印加で試験パネルを保持
することが可能になる。反り又は曲がりを誘発することなく、試験パネルを固定するため
には、最小限の締め付け力が好ましい場合がある。図示した実施例では、角度９４は７０
度である。角度は、より大きくてよい、より小さくてよい、又は図３に示すように基板３
８の厚さ８８を収容するのに十分な任意の角度であってよい。
【００４５】
　図示した実施例では、上方端部６４によって画定されているように、縦軸３０は本体４
４の中心軸９６と一致する。言い換えると、本体の下方端部７０に延びる半円筒を形成す
るために、面２８は中心軸９６に配置される。下方端部はしたがって、半円盤状断面の形
状を有する。他の実施例では、縦軸３０は、本体４４の中心軸９６に平行であるが、中心
軸９６とは異なっていてよい。ある実施例では、ジグ１４は非対称であってよい、又はそ
うでなければ中心軸を画定していなくてよい。縦軸３０は、中心軸９６に対してある角度
を形成していてよい、つまり、面２８は本体４４の延長部に対してある角度をなしていて
よい。
【００４６】
　縦軸３０は、所望の剥離試験が更に効果的となるように、中心軸９６と連結器４０に対
して配向されうる。つまり、縦軸３０、中心軸９６、及び連結器４０は、ジグが張力計に
接続されたときに試験パネルが張力計に対して好ましい配向に保持されるように、配置さ
れうる。
【００４７】
　図５に示すように、連結器４０は、本体４４の中心軸９６を中心とし、連結器の軸５２
は、中心軸９６と縦軸３０の両方にアライメントされている。他の実施例では、連結器４
０は、中心軸から外れていてよい。連結器４０は、図示したように本体４４の上方端部６
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４に形成されうる、又はそうでなければ連結器は本体に取り付けられうる。例えば、連結
器４０は、面２８の反対側の、本体４４の外側円筒面に形成されうる。連結器４０は本体
４４に固定して取り付けられうる、又は連結器は本体に対して選択的に移動可能であるよ
うに取り付けられうる。例えば、連結器４０は、本体の延長部に沿った複数の位置で固定
可能となるように、本体４４に滑動可能に装着されうる。
【００４８】
　図６は、本体部７６と、下方突出部７８の内面８０とを含む、調節可能な脚部４６の上
面図である。開孔９８は、図２に示すように、調節ねじ７２を収容するために、本体部７
６を通って延びている。ガイドロッド７４は、本体部７６から上向きに延びている。図示
した実施例では、本体部７６は半円盤の形状を有し、ガイドロッド７４は円筒形である。
本体部とガイドロッドも、いずれかの効果的な形状を有しうる。
【００４９】
　下方突出部７８は、本体部７６から外側エッジ１０２までの深さ１００を有する。深さ
１００は約０．２５インチであってよく、０．２５～０．５インチであってよい、あるい
は任意の適切な長さであってよい。図３を再度参照すると、深さ１００は、基板３８の厚
さ８８と、密封剤３６の厚さ９０と、剥離媒体３４の厚さ９２の合計未満であってよい。
上記のように深さ１００を制限することで、試験中に脚部４６の外側エッジ１０２と剥離
媒体３４との間に間隔を置くことができる。剥離媒体と脚部との間の接触を防止すること
は、試験中の摩擦力の干渉を回避するのに望ましい場合がある。
【００５０】
　図７は、調節可能な脚部４６の、図６の線７－７に沿った断面図である。縦軸３０は、
図４に示すように、脚部４６がジグ１４に組み立てられたときに位置づけされるであろう
軸として示されている。下方突出部７８の内面８０は、縦軸３０に対して角度１０４を形
成する。角度１０４は７０度であってよく、９０度未満であってよく、あるいはいずれか
の効果的な角度であってよい。
【００５１】
　Ｂ．第２の例示的システム
図８に示すように、この項で、接着性試験２１０のための別のシステムを説明する。シス
テム２１０は、上述した接着性試験のためのシステムの別の実施例である。必要に応じて
、同様の構成要素には同様の参照番号が付けられうる。
【００５２】
　剛性背部２１４は、引張試験機２１２の取付点２１８に接続される。取付点は、引張試
験機の上方ブーム２１６上にあり、駆動アセンブリ２２４によって引張軸２２６に沿って
上向きに引っ張られる。剛性背部２１４の面２２８は平面であり、縦軸２３０を画定する
。剛性背部は、縦軸２３０が引張軸２２６に対して角度２４１をなすように、継手２４０
によって引張試験機２１２に接続される。角度２４１は、約９０度と１８０度の間で調節
可能である。
【００５３】
　柔軟性剥離媒体２３４の第１の端部が剛性基板２３８に接着されている試験パネル２３
２は、剛性背部２１４の面２２８に対して固定される。剥離媒体の第２の端部は、引張試
験機２１２の下方ブーム２２０上の把持部２２２によって把持される。剥離媒体２３４は
、第１の端部から、第１の端部と第２の端部との間の分離点２４３まで、基板２３８に接
着される。
【００５４】
　図８に、上方ブーム２１６が駆動アセンブリ２２４によって引張距離２４９だけ上方に
移動した後の、第１の位置２４５と第２の位置２４７にあるシステム２１０を示す。取付
点２１８が引張軸２２６に沿って剛性背部２１４を上に引っ張ると、把持部２２２は、剥
離媒体２３４を引張方向２５１に下に引っ張る。引張方向は、分離点２４３から把持部２
２２までの方向によって決定される。
【００５５】
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　第２の位置２４７において、分離点２４３は、剥離媒体２３４の第１の端部に徐々に近
づいている。実質的に、分離点２４３は上へ、引張軸２２６に平行に、引張軸の上に引張
軸に対して垂直に平行移動されている。したがって、引張方向２５１を引張軸２２６に平
行に維持するために、把持部２２２が平行移動距離２５３だけ平行移動される。
【００５６】
　引張方向２５１を引張軸２２６に平行に維持するための数学的関係は、角度２４１に応
じて、引張距離２４９と平行移動距離２５３との間に見られうる。この関係は下記式：

で表すことができ、上記式において△ｙは引張距離２４９であり、△ｘは平行移動距離２
５３であり、θは角度２４１である。
【００５７】
　ある実施例では、把持部２２２の平行移動は、ワイヤ及びプーリーアセンブリでブーム
２１６の上向きの動きを伝達する及び変換することによって達成されうる。他の実施例で
は、下方ブーム２２０は、駆動アセンブリ２２４によって延びていてよい。上記実施例で
は、△ｙと△ｘの正しい関係は、引張試験機２１２の内部プロセッサによって計算されう
る、あるいはユーザ又は外部のシステムによって入力されうる。
【００５８】
　ある接着性試験では、△ｙが非線形的に又は予知不能に変化する場合がある。例えば、
接着性試験は、一定の垂直引張力を加えることを含んでいてよく、試験パネル２３２の粘
着性欠陥が起こると△ｙが突然増加しうる。駆動アセンブリ２２４は、引張方向２５１を
引張軸２２６に平行に維持するため必要に応じて、把持部２２２を平行移動させるように
構成された能動駆動機構を含みうる。能動駆動機構は、所望の試験に適切な命令を受信す
るように構成された、プログラミング可能な構成要素を含みうる。
【００５９】
　把持部２２２を平行移動させることで、試験に第２の横方向の力も加わりうる。試験中
に、あるいは試験結果において、横方向の平行移動力と垂直の接着開放力とを区別するあ
るいは分離させることは、結果の正確な解析を可能にするために望ましい場合がある。引
張試験機２１２は、横方向の力を別に記録するために、一または複数の追加の力センサあ
るいはロードセルを含みうる。ある実施例では、ソフトウェア又は物理的定式を使用して
、記録されたデータから横方向の力を計算することができる。
【００６０】
　Ｃ．例示的な装置
図９に示すように、この項では、剥離試験手順において試験品を支持するための把持装置
３１０を説明する。装置３１０は、システム１０及び２１０と同様の幾つかのエレメント
を含む。必要に応じて、同様の構成要素には同様の参照番号が付けられうる。
【００６１】
　把持装置３１０は、主突出部３６６と下方突出部３７８との間に延びている面３２８を
有する本体３４４を含む。主突出部３６６は、面３２８に対して実質的に直角をなしてお
り、下方突出部３７８は面に対して鋭角をなしている。連結器３４０は、連結器のねじ部
に受容される保持ナット３４２と共に本体３４４の上方端部に形成される。連結器３４０
は、張力計のロードセル、又は他の引張試験機に接続されるように構成されうる。
【００６２】
　把持装置３１０は更に、挿入部３７９を含む。挿入部は、主突出部３６６に近接する面
３２８に接続される主部３８１を有する。主部３８１は、主部の開孔を通して本体３４４
の中に延びるボルト又はねじを用いることによって接続されうる。腕部３８３は、主部３
８１から面３２８の一部に沿って延びている。図示した実施例では、腕部３８３は下方突
出部３７８に近接する点まで延びているが、下方突出部とは接触しない。他の実施例では
、腕部３８３は面２８に沿って途中まで延びていてよく、下方突出部３７８に当接するよ
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うに延びていてよく、あるいはいずれかの好ましい長さを有していてよい。
【００６３】
　ある実施例では、挿入部３７９は、所定の厚さを有する試験パネル用に設計されうる。
主部３８１が本体３４４に接続されたとき、挿入部の一部あるいは全体は面３２８から間
隔を置いて配置されうる。挿入部３７９は、試験パネルの所定の厚さに対応する距離だけ
間隔を置いて配置されうる。他の実施例では、挿入部３７９は、本体３４４に調節可能に
接続されていてよく、異なる厚さの試験パネルを収容するために、面３２８から複数の間
隔間で調節されうる。
【００６４】
　挿入部３７９は、面２８に対して試験パネルを締め付ける役目を果たすことができ、下
方突出部３７８は試験パネルの下方エッジを支持しうる。腕部３８３は面２８に対して試
験パネルを保持することができ、パネルに加わる引張力に起因するパネルの曲がり又は屈
曲を防止する助けとなりうる。
【００６５】
　Ｄ．例示的な方法
この項では、剥離試験を実施する例示的な方法のステップを説明する（図１０参照）。接
着性試験のための例示的なシステム、又は上述した把持装置の態様を、後述の方法ステッ
プで用いることができる。必要に応じて、各ステップの実行で使用されうる前述の構成要
素及びシステムを参照する場合がある。これらの参照は例示のためのもので、本方法のい
ずれかの特定のステップを実行するのに可能な方法を限定することを意図するものではな
い。
【００６６】
　図１０は、例示的な方法で実施されるステップを説明するフロー図で、本方法の完全な
プロセス又はすべてのステップを列挙しているわけではない。方法４００の様々なステッ
プが後述され、図１０に示されているが、ステップは必ずしも全て実施する必要がある訳
ではなく、場合によっては、同時に、あるいは図示された順序とは異なる順序で実施され
ることもある。
【００６７】
　ステップ４０２において、本方法は試験基板をジグに締め付けることを含む。ジグは、
面と、面を二等分する縦軸とを含みうる。面は、ジグの第１のクリップと第２のクリップ
との間で画定されていてよく、第２のクリップは、第１のクリップに対して移動可能であ
る。試験基板を締め付けるための準備において、第２のクリップを第１のクリップから離
れるように移動させることができ、試験基板を面に当接させることができる。基板を締め
付けるため、第２のクリップを次に、第１のクリップに向かって戻すことができる。
【００６８】
　ステップ４０４は、ジグを張力計に接続させることを含む。ジグは、張力計に接続され
るように構成された連結器を含みうる。例えば、ジグは、張力計のねじ付把持部に受容さ
れるねじ部を含みうる。別の実施例において、ジグは、張力計のピン型把持部のピンを受
容するようにサイズ設定された連結開孔を有する連結器を含みうる。
【００６９】
　方法４００のある実施例では、ステップ４０２及び４０４は、逆の順序で実施してもよ
い。つまり、ジグに試験基板を締め付ける前に、ジグを張力計に接続させることができる
。本方法の上記実施例は、複数の試験基板に試験を実施するときに望ましい場合がある。
ジグを一旦張力計に固定することができ、その後、全ての試験基板の試験が行われるまで
方法４００の残った部分を繰り返すことができる。
【００７０】
　ステップ４０６において、本方法は、試験基板に接着された柔軟性シートを引張方向に
引っ張ることを含む。柔軟性シートの尾部は試験基板に接着されないままであってよく、
張力計の把持部に固定させることができる。これにより、柔軟性シートが張力計に引っ張
られうる。柔軟性シートは一定の速さで引っ張られうる、一定の力で引っ張られうる、徐
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々に増加する力で引っ張られうる、又は試験に適切な任意の速さ又は力で引っ張られうる
。
【００７１】
　引張方向は、ジグの面を二等分する縦軸に平行であってよい、あるいは縦軸に対してあ
る角度をなしていてよい。ある実施例では、方法４００は、縦軸と引張方向との間の角度
を調節するステップを含みうる。上記実施例では、本方法は、引張方向を横方向に平行移
動させることによって、柔軟性シートが引っ張られるときに角度を維持するオプションの
ステップ４０８を含みうる。張力計は、上記平行移動のための手段を含みうる、あるいは
平行移動は、張力計に連結された一または複数の付加的な構成要素によって達成されうる
。一貫した角度で試験を実施するために、上記の方法で角度を維持することが望ましい場
合がある。
【００７２】
　ステップ４１０は、基板から柔軟性シートの一部を引き離すことを含む。柔軟性シート
を基板に接着させている接着剤の接着性又は粘着性欠陥が起こるまで、柔軟性シートが引
っ張られうる。ステップ４１０は、基板の長さに沿って繰り返されうる。操作者又は試験
者は一定の間隔で接着剤を切断して接着性欠陥を起こさせることができる、あるいは接着
剤の粘着性欠陥が起きるところを切断することができる。試験者は、柔軟性シートが引っ
張られるときに、基板、接着剤、又は柔軟性シートに任意の追加の試験手順を実施するこ
とが可能である。
【００７３】
　ステップ４１２において、本方法は、張力計で引張力を測定し記録することを含む。張
力計は、任意の種類の力センサを含んでいてよく、試験中に感知された力又は荷重の記録
を支援しうる。張力計はまた、試験時間、引っ張られる距離、又は他の関連データも記録
しうる。記録されたデータは、更なる解析のためにコンピュータに出力されうる。張力計
によって記録された情報に加えて、試験者は別のセンサを使って試験処理を測定すること
ができる、又は切断が行われた回数、又は粘着性欠陥の度合等の視覚的な発見を記録する
ことができる。
【００７４】
　Ｅ．追加の実施例及び例示的な組合せ
この項では、接着性試験のためのシステム及び方法の追加の態様及び特徴を説明するが、
かかるシステム及び方法は、限定されずに一連の段落として提示され、一連の段落の一部
又は全部は、明確性及び有効性のために英数字で指定されうる。以下の段落の幾つかは、
明確に他の段落に言及し、更に他の段落を限定することにより、非限定的に、好適な組み
合わせの幾つかの例を提供するものである。
【００７５】
　Ａ．剥離試験手順において試験品を支持するための把持装置であって、
第１の突出部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有する剛性背部であって、
突出部のうちの一方は他方の突出部に対して移動可能であり、面は柔軟性媒体に接着され
た基板を支持するように構成され、背部は背部を引張試験機に接続するように構成された
連結器を有する、剛性背部を備える、把持装置。
【００７６】
　Ａ１．背部の面は平面である、Ａに記載の把持装置。
【００７７】
　Ａ２．第１の突出部は面に対して９０度未満の角度を形成する、Ａに記載の把持装置。
【００７８】
　Ａ３．第１の突出部と第２の突出部の各々は面に対して９０度未満の角度を形成する、
Ａに記載の把持装置。
【００７９】
　Ａ４．面は面を複数の縦レーンに分離する縦軸に沿って延びるリッジ構造を有する、Ａ
に記載の把持装置。
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【００８０】
　Ａ５．連結器は縦軸に平行な引張軸を画定する、Ａに記載の把持装置。
【００８１】
　Ａ６．面の縦軸は引張軸に対して角度を形成し、角度は平坦な面に垂直の平面内で調節
可能である、Ａ５に記載の把持装置。
【００８２】
　Ａ７．角度は９０度と１８０度との間で調節可能である、Ａ６に記載の把持装置。
【００８３】
　Ａ８．連結器は開孔とねじ付きリングとを含み、リングの回転により連結器が開孔に向
かって引張軸に沿って移動する、Ａ５に記載の把持装置。
【００８４】
　Ｂ．接着性試験のためのシステムであって、
　第１の取付装置と、第２の取付装置と、引張軸に沿って取付装置のうちの一方を他方の
取付装置に対して移動させるように構成された駆動アセンブリとを含む引張試験機と、
　第１の突出部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有する剛性背部であって
、突出部のうちの一方は他方の突出部に対して移動可能であり、面は柔軟性媒体に接着さ
れた基板を支持するように構成され、背部は背部を引張試験機に接続するための連結器を
有する、剛性背部と
を備えるシステム。
【００８５】
　Ｂ１．第１の取付装置は連結器に接続されるように構成され、第２の取付装置は背部に
よって支持される基板に接着された柔軟性シートに接続されるように構成されている、Ｂ
に記載のシステム。
【００８６】
　Ｂ２．縦軸は引張軸に平行である、Ｂに記載のシステム。
【００８７】
　Ｂ３．縦軸は引張軸に対して調節可能である、Ｂに記載のシステム。
【００８８】
　Ｂ４．取付装置のうちの１つは縦軸に対して垂直の方向に移動可能である、Ｂ３に記載
のシステム。
【００８９】
　Ｃ．剥離試験を実施する方法であって、
　剛性背部に引張試験基板を締め付けることと、
　引張試験機に背部を接続することと、
　基板に接着された柔軟性シートを引張方向に引っ張ることと
を含む方法。
【００９０】
　Ｃ１．引張ステップが基板の対応する部分から柔軟性シートの一部を引き離すことを含
む、Ｃに記載の方法。
【００９１】
　Ｃ２．背部が、面と、面を二等分する縦軸とを有し、縦軸は引張方向に平行である、Ｃ
に記載の方法。
【００９２】
　Ｃ３．背部が、面と、前記面を二等分する縦軸とを有し、
面の縦軸と引張方向との間に形成された角度を調節することを更に含む、Ｃに記載の方法
。
【００９３】
　Ｃ４．引張方向を横方向に平行移動させることによって、角度を維持すること
を更に含む、Ｃ３に記載の方法。
【００９４】
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　Ｃ５．剛性背部は第１の突出部と第２の突出部との間の縦軸に沿って延びる面を有し、
突出部のうちの１つは引張試験基板を締め付けるために他の突出部に対して移動可能であ
る、Ｃに記載の方法。
【００９５】
　利点、特徴、便益
本書に記載の接着性試験のためのシステムの様々な実施例は、接着性試験のための周知の
解決策を上回る幾つかの利点を提供する。例えば、本書に記載の例示的な実施例により、
張力計を用いて剥離試験を精確に実施することが可能になる。更に、他の利益の中でもと
りわけ、本書に記載の例示的な実施例により、基板の屈曲をなくすことができる。
【００９６】
　既知のシステム又はデバイスには、特に薄い又は壊れやすい基板に対してこれらの機能
を実施できるものはない。したがって、本書に記載の例示的な実施例は、張力計を用いた
剥離試験のための一貫した反復可能なプロセスを作り出すのに特に有用である。しかしな
がら、本書に記載のすべての実施例が、同じ利点または同一程度の利点を提供する訳では
ない。
【００９７】
　結論
上述の開示は、個別の有用性を備えた複数の個々の例を包括しうる。これらの発明の各々
は、その好ましい形態（複数可）で開示されているが、数多くの変形例が可能であること
から、本書で開示され例示されているそれらの特定の実施例を限定的な意味で捉えるべき
ではない。本開示内で使用されている限り、項の見出しは構成上の目的のものに過ぎない
。本開示の主題は、本書に記載の様々な要素、特徴、機能、及び／又は特性の、新規的か
つ非自明の組み合わせ及び部分的組み合わせの全てを含む。下記の特許請求の範囲は、新
規かつ非自明と見なされる、ある組み合わせ及び部分的組み合わせを特に指し示すもので
ある。特徴、機能、要素、及び／又は特性のその他の組み合わせ及び部分的な組み合わせ
は、この出願又は関連出願からの優先権を主張する出願において特許請求されうる。かか
る特許請求の範囲はまた、出願当初の特許請求の範囲よりも広いか、狭いか、等しいか、
又はそれと異なるかにかかわらず、本開示の主題の中に含まれると見なされる。



(16) JP 2019-56688 A 2019.4.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2019-56688 A 2019.4.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 2019-56688 A 2019.4.11

【図９】 【図１０】



(19) JP 2019-56688 A 2019.4.11

【外国語明細書】
2019056688000001.pdf
2019056688000002.pdf
2019056688000003.pdf
2019056688000004.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	foreign-language-body

